
原告意見陳述   
比嘉弘（県・市原告）沖縄市桃原２－１１－３９    
 
沖縄市は、3 月 26 日の市議会で、「平成 30 年の観光入域客数トレンドの推計

と、数式の値」の質疑にたいして「市推計の県入域観光客数は、850 万人が 690

万人になる、推計式も変更した」ことを表明しました（建設部参事）。 

 市推計値・式については、2010 年 7 月に沖縄市案が公表されて以来、泡瀬干

潟を守る連絡会は、合理性の無さを指摘し続け、この訴訟でも問題点を指摘し

ています。要点は、市予測値が県発表の実績値と大きく違うこと（2011 年は 134

万人・24％の誤差）、推計式が二次方程式（下に凸）であり、H40 年には 1126 万

人、平成 66 年には 2,000 万人になることなどです。 

 これに対し市は、「市の推計は、県の平成 28 年の目標値 1,000 万人より堅め

の想定である。S61 年から H20 年までの県入域観光客数の実績値から推計した結

果である。H21 年から H23 年までの入域観光客数の実績値は、市が推計した値に

達していないが、観光客数が再び増加していくことが予想され推計値・式も妥

当である。」などと議会、裁判でも主張しています。しかし冒頭述べた、観光客

数見直しは、これまでの市の見解を根底から覆す極めて重要な変更です。式も X

二乗の項が負（上に凸）の二次方程式に変更していますから、平成 67 年を頂点

にしてそれ以降は減少に転じ、さらに経過すると観光客数は負（－）になって

しまうことになる。 

市は、これまで平成 30 年 850 万人を基に様々な需要予測（市観光客数、東部

海浜開発地区入域観光客数・新規宿泊需要数・様々な需要など）を行っており、

現在の埋立事業はその数値を根拠にしています。一例を示すと、850 万人を基に

した東部海浜開発地区新規宿泊需要数 13 万人、宿泊施設規模（ホテル・コテー

ジ・コンドミニアム）は 7割の 9万人としていましたが、690 万人を基にすると

宿泊需要数は 8 万人にしかなりません。市はこれまで施設需要に対する規模需

要は堅めの 7 割であるとしていましたから、宿泊施設も 5 万 6 千（8 万の 7 割）

の規模に変更しなければなりません。現在の計画は明らかに過大予測であり、

ホテルは閑古鳥が鳴きます。 

本件埋立事業等が平成 30年沖縄県入域観光客数 850万人を基に様々な需要予

測に基づいていたが、その県入域観光客数予測値自体が根拠を失っていること

を沖縄市自体も認めざるを得なくなっており、本件埋立事業等について経済的

合理性がないことは明確であり、本件埋立事業等に公金を支出することは違法

です。裁判官のご高配を期待いたします。 

 


